
◎
問
が
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
で
、
答
が

町
議
会
の
考
え
方
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
基
本
条
例
に
議
員
と
し
て
の
姿
勢
が

う
た
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

答
議
員
の
姿
勢
は
、
前
文
に
う
た
っ
て

い
ま
す
。

問
条
文
に
「
実
現
」
と
あ
る
が
、
実
現

は
町
村
が
合
併
し
て
新
し
い
ま
ち
の
と

き
に
使
う
こ
と
ば
、
別
に
考
え
て
は
ど

う
か
。

答
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
文
言
の
整
理
を

し
ま
す
。

問
主
権
者
は
町
民
。
町
民
の
意
見
を
聞

く
点
に
欠
け
て
い
る
。

答
議
員
は
町
民
の
多
様
な
意
見
を
的
確

に
把
握
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

問
３
カ
月
に
１
回
ぐ
ら
い
報
告
会
を
す

べ
き
で
あ
る
。

答
議
会
報
告
会
は
年
１
回
開
催
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
ご
意
見
に
つ
き
ま

し
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問
「
緊
張
関
係
」
は
、
法
令
用
語
に
馴

染
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
。

答
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
緊
張
関
係
を
削

り
文
言
の
整
理
を
し
ま
す
。

問
第
１
号
に
「
質
疑
応
答
」
で
、
第
２

号
に
「
質
問
及
び
質
疑
」
と
な
っ
て
い

る
が
同
じ
意
味
な
の
か
。

答
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
質
問

又
は
質
疑
」
に
文
言
の
整
理
を
し
ま
す
。

問
「
委
員
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

答
ご
意
見
を
踏
ま
え
「
委
員
会
に
属
す

る
委
員
」
に
修
正
し
ま
す
。

問
「
計
画
、
政
策
、
施
策
、
事
業
等

（
以
下
「
政
策
等
」
と
い
う
。
）
」
に
な
っ

て
い
る
が
、
政
策
を
先
頭
に
も
っ
て
き

て
は
ど
う
か
。

答
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
「
政
策
、
計
画
、

施
策
、
事
業
等
（
以
下
「
政
策
等
」
と

い
う
。
）
」
に
修
正
し
ま
す
。

問
見
直
し
手
続
を
５
年
に
一
回
行
う
な

ど
期
間
を
明
記
し
な
い
の
か
。

答
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
い
つ
で
も
見
直

し
手
続
が
で
き
る
よ
う
に
「
必
要
に
応

じ
す
み
や
か
に
」
を
追
加
し
ま
す
。

問
十
勝
管
内
市
町
村
の
議
会
基
本
条
例

の
制
定
状
況
は

答
十
勝
管
内
で
は
、
１
市
８
町
村
で
議

会
基
本
条
例
を
制
定
し
て
い
ま
す
。
幕

別
町
は

番
目
で
す
。
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問
通
年
議
会
は
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。

答
通
年
議
会
の
議
論
は
し
た
が
、
現
状

で
は
必
要
な
い
と
の
結
論
に
至
っ
て
い

る
。
十
勝
管
内
で
は
芽
室
町
が
実
施
し

て
い
ま
す
。

問
栗
山
町
、
大
阪
市
等
を
参
考
に
い
い

も
の
を
作
っ
て
ほ
し
い
。

答
栗
山
町
、
福
島
町
、
帯
広
市
な
ど
の

十
勝
管
内
市
町
村
、
札
幌
市
な
ど
の
議

会
基
本
条
例
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

◆
前
文

◆
第
２
条
（
基
本
理
念
）

◆
第

条
（
見
直
し
手
続
）
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◆
第
３
条
（
議
会
の
活
動
原
則
）

◆
全
体
意
見

◆
第
７
条
（
議
会
広
報
広
聴
の
充
実
）

◆
第
８
条

第
１
号

◆
第
８
条
（
町
長
等
と
議
会
及
び
議
員

と
の
関
係
）

◆
第
９
条

第
３
項
（
議
決
事
件
の
拡

大
及
び
政
策
等
の
形
成
過
程
）

◆
第
８
条

第
２
号

幕別町議会基本条例 （素案）に対する意見の要旨と町議会の考え方


